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立川市学校給食東共同調理場からの給食提供開始について 

 

１．施設整備完了から給食提供開始までの経過 

 

令和５年６月 30 日 施設整備完了 

７月１日 準備作業等 

〇学校給食東共同調理場内の調理機器等の調整、試運転 

〇調理・配送リハーサル 

〇配送対象校改修工事 等 

７月 12 日 開所式 

８月 24 日 中学校（全９校）でのリハーサル 

８月 28 日 立川第三、第四中学校給食提供開始 

８月 29 日 立川第五、第六、第七中学校給食提供開始 

８月 30 日 立川第二、第九中学校給食提供開始 

８月 31 日 立川第八中学校給食提供開始 

小学校（第一～第八小学校）でのリハーサル 

９月４日 第一～第八小学校、立川第一中学校給食提供開始 

以降、配送対象校全 17 校へ給食を提供 

 

２．給食提供の様子 

令 和 ５ 年 1 0 月 2 6 日 

文教委員会 報告資料９ 

教 育 部  学 校 給 食 課 

教室での配膳の様子 

給食喫食の様子 
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３．学校給食東共同調理場からの給食提供における対応について 

８月 28 日から稼働している学校給食東共同調理場からの給食提供において、以下の

とおり提供の遅れや一部料理の提供中止、異物混入等がありました。 

 

発生日 概要 原因と対策 

９月１日 中学校給食（８校、立川第二～第九中

学校）において提供予定であった「は

るさめスープ」について、配食に使用

する食缶の乾燥消毒が不十分である

ことが判明したため、提供を中止し

た。 

原因：事業者による熱風消毒保管庫

のスイッチ入れ忘れ。 

対策：熱風消毒保管庫のスイッチ確

認を修正したチェックリストにより

ダブルチェックする、異変が起こっ

た際にはすぐに調理責任者へ報告・

連絡することを徹底、全従業員に衛

生管理教育を実施する。 

 

９月４日 第七小学校において配食に使用予定

であった食器について、洗浄消毒に不

備があったため、食器の使用を中止す

るとともに、既に配膳された給食につ

いては、急遽提供を中止した。共同調

理場の予備食により代わりの給食を

提供したが、本来の給食時間から大幅

に遅れるとともに、献立通りの給食提

供ができなかった。 

原因：事業者がリハーサルで使用し

た食器コンテナを学校から調理場へ

返送する際に、回収エリアではなく、

配送エリアへ戻したため、洗浄消毒

に不備が生じた。 

対策：調理場へコンテナを返送する

際は、必ず回収エリアへ返送するこ

とを徹底するとともに、食器を配送

する際は、必ず洗浄・消毒の状況を

確認する。 

 

９月８日 (1)第五小学校において提供した「笹

かまの磯辺揚げ」について、一人当た

り２本を配食予定であったが、調理過

程の遅れにより必要本数が確保でき

ず、児童によっては配食が１本とな

り、また給食提供に遅れが生じた。 

(2)第五小学校において提供した「玉

ねぎとかぼちゃのみそ汁」について、

ビニール片が混入し、児童１名が口に

入れ、異物に気付き取り出した。混入

した異物は、使用したかぼちゃが入っ

ていた包材のビニール片と判明した。 

 

(1)原因：揚物機の使用方法を調理員

が十分に把握できていなかったた

め、調理に時間を要した。 

対策：調理員に調理機器の使用方法

を指導し、習熟を図る。 

(2)原因：かぼちゃの納品時に包材を

取りきれなかったほか、調理過程に

おいてもビニール片に気がつかなか

った。 

対策：納品時の袋開け方法について、

切り方の指導、確認を行うとともに、

袋切りをする調理員を限定する。 

事案発生時、調理員等従業者が足りていない状況があった
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４．学校給食東共同調理場の供用開始後における第一小学校・第三小学校・第七小学校

の給食室改修工事の追加実施について 

第一小学校から第八小学校までの小学校８校においては、学校給食東共同調理場におい

て調理した給食を受け入れるため、給食室を配膳室に改修する工事を本年の夏季休業期間

中に実施しました。 

第一小学校・第三小学校・第七小学校の３校については、天井を撤去する工事を行いま

したが、第三小学校については撤去後に天井裏の劣化状況から、追加の対策が必要な状況

を確認しました。 

そのため、令和５年９月中は大型テントを配膳室に設置し、衛生上の安全を確保したう

えで配膳作業を行うとともに、９月 29 日（金）から 10 月１日（日）の週末において天井

裏の壁面に飛散防止剤を塗布し、細かなモルタル等の落下防止対策を実施しました。 

また、当該３校の配膳室への改修工事については、令和５年度及び令和６年度の夏季休

業期間中に２か年かけて実施する予定でおりますが、給食提供の安全性の観点から、令和

６年度に予定していた天井の設置工事については、令和５年度の冬季休業期間中に前倒し

して実施します。 
 
 

＜第三小学校＞ 

飛散防止剤塗布後の配膳室天井裏の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


